
▪パートナーシップ宣誓制度
　パートナー関係にあることを対外的に証明することができない二人が、互いを人生のパートナーとして、
継続的に協力し合うことを約束した関係である旨を市に宣誓した場合、宣誓したことを市が証明します。
　【宣誓要件】
　次の要件を全て満たしている場合に宣誓することができます。
①互いを人生のパートナーとし、日常生活に相互に責任を持ち、継続的に協力し合うことを約束した関係

であること
②宣誓日において成年であること
③どちらか一人が大船渡市内に住所を有していること（３カ月以内の転入予定を含む）
④配偶者がいない、または宣誓しようとする相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと
⑤互いが近親者に当たらないこと
▪ファミリーシップ宣誓制度
　パートナーシップを宣誓した二人に子や親がいる場合、家族として協力し合う関係であることも宣誓で
きます。
　【宣誓要件】
　次の要件を満たしている場合に、パートナーシップの宣誓とともに宣誓することができます。
①パートナーシップを宣誓する互いの子や親であること（養子・養親を含む）
②宣誓する15歳以上の子または親について、本人の同意があること
③宣誓する15歳未満の子がパートナーシップ宣誓をするどちらか一人

と生計が同一であること
▪証明について
　パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓した二人に市から「大
船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」（A4判の
証明書）と「大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受
領証カード」を交付します。

どのような制度？

宣誓した後に利用できるサービス

□✓大船渡市で利用できる行政サービス
　市営住宅への入居、住民票の続柄変更、国保診療
所での病状説明など
□✓岩手県が提供する行政サービス
　県営住宅への入居、県立病院での面会、病状説明
など
□✓民間企業などが独自に提供しているサービス
　携帯電話会社の家族割適用、生命保険の死亡受取
人の指定など

大船渡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」がはじまりました

　この制度は、法的な義務や効力を生じさせるものではありませんが、全ての人たちが互いの人権や多様性を尊重
し合いながら、誰もが人生のパートナーや家族と安心して暮らしていくことができるよう市が応援するものです。

事業者などの皆さんへ

　宣誓書受領証カードなどの提示を受けた
際は、制度の趣旨をふまえ、パートナーや
家族としてサービスなどの提供をお願いし
ます。
　また、宣誓者情報の取り扱いについては、
プライバシー保護にご注意ください。

▼宣誓書受領証カード（見本）
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市ホームページ

【Ｅメール】ofu_ju-ko@city.ofunato.iwate.jp

制度の詳細や宣誓手続き
方法についてはこちら⇒

市ホームページ

令和６年度検診（健診）のお知らせ
検診（健診）名 対象者 実施時期 自己負担額

歯周病検診 20・30・40・50・60歳の人 ６月〜10月 無料
後期高齢者歯科健診 76歳の人 ６月〜10月 無料
胃がん検診 40歳以上の人 ７月・９月 1,500円
① 基本健診 35〜39歳の人、生活保護受給者

10月〜12月
※同日実施

1,500円
② 特定健診 40〜74歳の大船渡市国保加入者 1,500円
③ 後期高齢者健診 後期高齢者医療制度加入者 1,500円
前立腺がん検診 ①〜③の健診を受ける50歳以上の男性 1,000円
肝炎ウイルス検査 40歳以上で一度も検査を受けたことがない人 無料
肺がん検診（結核健康診断） 40歳以上の人 500円〜1,500円
大腸がん検診 40歳以上の人 500円
乳がん検診 40歳以上の偶数年齢の女性 １月〜２月

※同日実施
1,500円〜2,000円

子宮頸がん検診 20歳以上の偶数年齢の女性 1,500円

詳しい内容は市ホーム
ページをご覧ください。⇒

※対象者の年齢は、年度末年齢（令和７年４月１日までに到達する年齢）です。
※自己負担額が免除となる人については、受診通知書などで確認してください。
▶問い合わせ先＝健康推進課成人保健係（☎27・1581）


